
○徳島大学個人情報開示等取扱規則 

平成２７年１２月１日 

規則第２６号制定 

（趣旨） 

第１条 徳島大学（国立大学法人徳島大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。）

における保有個人情報の開示等に係る取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、こ

の規則の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において「法人文書」とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成１３年法律第１４０号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。）第２条第２項

に規定する法人文書をいう。 

２ この規則において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「個人情報保護法」という。）第６０条第１項に規定する保有個人情報をいう。 

３ この規則において、「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条に規

定する特定個人情報をいう。 

４ この規則において、「匿名加工情報」とは、個人情報保護法第２条第６項に規定する匿名加

工情報をいう。 

５ この規則において、「行政機関等匿名加工情報」とは、個人情報保護法第１２３条第２項に

規定する行政機関等匿名加工情報をいう。 

６ この規則において「部局等」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、

先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則（昭和３３年規則第９号。以

下「学則」という。）第４条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共

同推進機構、附属図書館、病院、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援室、

監査室、監事支援室、事務局各部、技術支援部及び学則第７条の６により設置するその他の組

織をいう。 

（開示請求に対する措置） 

第３条 本学が保有する個人情報について開示請求があった場合は、徳島大学情報公開室（以下

「情報公開室」という。）において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。 

(1) 本学が保有する個人情報の開示を請求する者（以下「開示請求者」という。）に対し、徳

島大学個人情報の保護に関する規則（平成１６年度規則第１３５号。以下「保護規則」とい

う。）第３３条に規定する個人情報ファイル簿その他関連資料等を用いて、保有個人情報の

特定に資する情報の提供に努めなければならない。 

(2) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別紙第１号様式の保有個人情報開示請求書



（以下「開示請求書」という。）を提出させるとともに、手数料として、開示請求に係る保

有個人情報が記録されている法人文書１件につき、個人情報の保護に関する法律施行令（平

成１５年政令第５０７号）第２６条第１項第１号に定める額を徴収するものとする。この場

合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供

し、その補正を求めることができる。 

(3) 開示請求者に対しては、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類（開示

請求者が本人の法定代理人であるときはその資格を証明する書類、本人の委任による代理人

（以下「任意代理人」という。）であるときは別紙第２―１号様式の委任状）の提示又は提

出を求めるものとする。 

(4) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本１部及び開示請求手数料受

領書を交付するとともに、開示請求書の写しを当該開示請求に係る保有個人情報を保有する

部局等に送付するものとする。 

２ 本学が保有する特定個人情報について開示請求があった場合において、開示請求者が、任意

代理人のときは、前項第３号に規定する本人確認書類の提出を求めるとともに、別紙第２―２

号様式の委任状を提出させるものとする。この場合において、開示請求者が、経済的困難を理

由とする手数料の免除を受けようとするときは、別紙第３号様式の開示請求に係る手数料の免

除申請書及び添付書類（生活保護法による扶助を受けていることを理由とする場合にあっては

それを証明する書面、その他の事実を理由とする場合にあってはその事実を証明する書面）を

提出させるものとする。 

３ 前項後段の場合において、学長は、開示請求手数料の免除を検討するに当たって、必要に応

じて徳島大学情報公開・個人情報保護委員会（以下「情報公開・個人情報保護委員会」という。）

の意見を求めるものとする。開示請求手数料の免除の可否を決定したときは、別紙第４―１号

様式又は別紙第４―２号様式により当該開示請求者に通知するものとする。 

（開示等の検討） 

第４条 学長は、保有個人情報の開示、不開示（以下「開示等」という。）を検討するに当たっ

て、保有個人情報の総括保護管理者及び当該開示請求に係る保有個人情報を保有する部局等の

長の意見を求めるとともに、必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるもの

とする。 

（開示等の決定） 

第５条 学長は、個人情報保護法第７７条第３項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求

があった日から３０日以内に開示等の決定をするものとする。 

２ 学長は、個人情報保護法第８３条第２項の規定により開示等の決定を更に３０日以内の期間

で延長するときは、別紙第５号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。 

３ 学長は、個人情報保護法第８４条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の



部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、別紙第６号様式により当該

開示請求者に通知しなければならない。 

４ 学長は、個人情報保護法第８５条第１項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機

関の長に移送するときは、別紙第７号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。 

５ 学長は、個人情報保護法第８６条第１項及び第２項の規定により第三者から意見を聴取する

ときは、別紙第８号様式により当該第三者に通知しなければならない。 

６ 学長は、個人情報保護法第８６条第３項の規定により第三者の意に反して開示するときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に２週間以上を置いた上で、開示決定後直ちに別紙第

９号様式により当該第三者に通知しなければならない。 

７ 学長は、開示等の決定をしたときは、別紙第１０―１号様式又は別紙第１０―２号様式によ

り当該開示請求者に通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第６条 学長は、個人情報保護法第８７条第３項の規定により保有個人情報の開示を受ける者か

ら別紙第１１号様式による開示の実施方法の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便

宜を図って開示を実施するものとする。 

２ 前項の規定により開示を実施する場合において、当該開示に係る保有個人情報が文書又は図

画若しくは電磁的記録に記録されているときは、原則として、次の各号に定める方法によるも

のとする。 

(1) 文書又は図画 

イ 当該文書又は図画（個人情報保護法第８７条第１項ただし書の規定が適用される場合に

あっては、ロに規定するもの）の閲覧 

ロ 当該文書又は図画を複写機によりA３判以下の大きさの用紙に複写したものの交付（ハに

掲げる方法に該当するものを除く。） 

ハ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 

ニ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディス

クカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付 

(2) 電磁的記録 

イ 当該電磁的記録の専用機器による閲覧 

ロ 当該電磁的記録を複写機によりA３判以下の大きさの用紙に複写したものの閲覧又は交

付（ハに掲げる方法に該当するものを除く。） 

ハ 当該電磁的記録を複写機により用紙にカラーで複写したものの閲覧又は交付 

ニ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの

交付 

３ 保有個人情報の開示は、原則として情報公開室において実施するものとする。ただし、当該



開示に係る保有個人情報が記録された法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者

の居所等の都合により情報公開室まで出向くことができない場合には、当該法人文書を保有す

る部局等において実施できるものとする。 

４ 開示を受ける者が当該開示に係る保有個人情報が記録された法人文書の写しの送付による開

示の実施を希望する場合は、情報公開室において当該法人文書の写しを送付するものとする。

この場合、郵送料を徴収するものとする。 

（移送された事案） 

第７条 個人情報保護法第８５条第１項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関の長から

移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第５条から前条ま

での規定に準じて行うものとする。 

（訂正請求に対する措置） 

第８条 開示決定に基づき開示した保有個人情報について、個人情報保護法第９０条第１項に規

定する訂正請求（以下「訂正請求」という。）があった場合は、情報公開室において次の各号

に定めるところにより受け付けるものとする。 

(1) 訂正請求は、個人情報保護法第９０条第１項各号に掲げる既に開示された保有個人情報に

限る（第１０条第１号の利用停止請求において同じ。）ものとし、当該開示を受けた日から

９０日以内に訂正請求されるものについて受け付けるものとする。 

(2) 訂正請求を受け付けるときは、訂正請求者に別紙第１２号様式の保有個人情報訂正請求書

を提出させるものとする。 

(3) 訂正請求者に対しては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類

（訂正請求者が本人の法定代理人であるときはその資格を証明する書類、任意代理人である

ときは別紙第１３―１号様式の委任状）の提示又は提出を求めるものとする。 

(4) 訂正請求に係る手数料は設けない。 

２ 前項の場合において、特定個人情報に係る訂正請求においては、訂正請求者が任意代理人の

ときは、前項第３号に規定する本人確認書類の提示又は提出を求めるとともに、別紙第１３―

２号様式の委任状を提出させるものとする。 

（訂正等の決定） 

第９条 学長は、個人情報保護法第９４条第１項に規定する補正に要した日数を除き、訂正請求

があった日から３０日以内に訂正等の決定をするものとする。 

２ 学長は、個人情報保護法第９４条第２項の規定により訂正等の決定を更に３０日以内の期間

で延長するときは、別紙第１４号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。 

３ 学長は、前２項の規定にかかわらず、個人情報保護法第９５条の規定により訂正等の決定を

する期限を延長するときは、訂正請求があった日から３０日以内に、訂正等の決定をする期限

を別紙第１５号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。 



４ 学長は、個人情報保護法第９６条第１項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機

関の長に移送するときは、別紙第１６号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。 

５ 学長は、訂正等の決定をしたときは、別紙第１７―１号様式又は別紙第１７―２号様式によ

り当該訂正請求者に通知しなければならない。 

６ 学長は、前項の訂正の決定に基づき訂正を実施した場合において、必要があると認めるとき

は、別紙第１８号様式により当該保有個人情報の提供先に対し通知するものとする。 

（利用停止請求に対する措置） 

第１０条 開示決定に基づき開示した保有個人情報について、個人情報保護法第９８条第１項に

規定する利用停止請求（以下「利用停止請求」という。）があった場合は、情報公開室におい

て次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。 

(1) 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内に当該保有個人情報の利

用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止等」という。）を請求するものについて受

け付けるものとする。 

(2) 利用停止請求を受け付けるときは、利用停止請求者に別紙第１９号様式の保有個人情報利

用停止請求書を提出させるものとする。 

(3) 利用停止請求者に対しては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人であることを示

す書類（利用停止請求者が本人の法定代理人であるときはその資格を証明する書類、任意代

理人であるときは別紙第２０―１号様式の委任状）の提示又は提出を求めるものとする。 

(4) 利用停止請求に係る手数料は設けない。 

２ 前項の場合において、特定個人情報に係る利用停止請求においては、利用停止請求者が任意

代理人のときは、前項第３号に規定する本人確認書類の提示又は提出を求めるとともに、別紙

第２０―２号様式の委任状を提出させるものとする。 

（利用停止等の決定） 

第１１条 学長は、個人情報保護法第１０２条第１項に規定する補正に要した日数を除き、利用

停止請求があった日から３０日以内に利用停止等の決定をするものとする。 

２ 学長は、個人情報保護法第１０２条第２項の規定により利用停止等の決定を更に３０日以内

の期間で延長するときは、別紙第２１号様式により当該利用停止請求者に通知しなければなら

ない。 

３ 学長は、前２項の規定にかかわらず、個人情報保護法第１０３条の規定により利用停止等の

決定をする期限を延長するときは、利用停止請求があった日から３０日以内に、利用停止等の

決定をする期限を別紙第２２号様式により当該利用停止請求者に通知しなければならない。 

４ 学長は、利用停止等の決定をしたときは、別紙第２３―１号様式又は別紙第２３―２号様式

により当該利用停止請求者に通知しなければならない。 

（審査請求） 



第１２条 学長は、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があったとき

は、個人情報保護法第１０５条第１項の規定に基づき、別紙第２３―３号様式、別紙第２３―

４号様式、別紙第２３―５号様式又は別紙第２３―６号様式により情報公開・個人情報保護委

員会に諮問しなければならない。 

２ 学長は、前項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは、別紙第２４号

様式により個人情報保護法第１０５条第２項各号に規定する者（以下「審査請求人等」という。）

に通知しなければならない。 

３ 学長は、審査請求に対する決定をしたときは、別紙第２５号様式により審査請求人等に通知

しなければならない。 

（提案の募集） 

第１３条 学長は、定期的に、本学が保有している個人情報ファイル（個人情報ファイル簿に保

護規則第４０条第１号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。）に

ついて、次条第１項の提案を募集するものとする。 

（行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案） 

第１４条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して

作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者

になろうとする者は、学長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 

２ 前項の提案をしようとする者は、別紙第２６号様式に次に掲げる書類を添えて学長に提出し

なければならない。 

(1) 別紙第２７号様式の誓約書 

(2) 当該事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資

するものであることを明らかにする書面 

(3) 本人確認のための書類 

(4) 代理人による提案の場合には代理権を証する書類等 

（欠格事由） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第１項の提案をすることができない。 

(1) 未成年者 

(2) 心身の故障により前条第１項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行

う事業を適正に行うことができない者として情報公開・個人情報保護委員会が認めた者 

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者 

(5) 保護法第１１８条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、

その解除の日から起算して２年を経過しない者 



(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

（提案の審査等） 

第１６条 学長は、第１４条第１項の提案があったときは、当該提案が本学が別に定める基準に

適合するかどうかを審査しなければならない。 

２ 学長は、前項の規定により審査した結果、第１４条第１項の提案が前項の基準に適合すると

認めるときは、当該提案をした者に対し、別紙第２８号様式の審査結果通知書に別紙第２９号

様式の申込書を添えて、次に掲げる事項を通知するものとする。 

(1) 第１８条の規定により本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結

することができる旨 

(2) 納付すべき手数料の額 

(3) 手数料の納付方法 

(4) 手数料の納付期限 

(5) 行政機関等匿名加工情報の提供方法 

３ 学長は、第１項の規定により審査した結果、第１４条第１項の提案が第１項の基準のいずれ

かに適合しないと認めるときは、別紙第３０号様式の審査結果通知書により、当該提案をした

者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。 

（行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結） 

第１７条 前条第２項の規定による通知を受けた者は、本学との間で、行政機関等匿名加工情報

の利用に関する契約を締結することができる。 

（行政機関等匿名加工情報の作成等） 

第１８条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないよ

うに及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないように当該保有個人情報を

加工しなければならない。 

２ 前項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を

行う場合について準用する。 

（作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等） 

第１９条 前条の規定により個人情報ファイル簿に保護規則第４１条第１号に掲げる事項が記載

された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者に

なろうとする者は、学長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等

匿名加工情報について第１８条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締

結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、

同様とする。 

２ 第１４条第２項、第１５条から第１７条までの規定は、前項の提案について準用する。この

場合において、第１４条第２項中「別紙第２６号様式」とあるのは「別紙第３１号様式」と、



第１６条第２項中「別紙第２８号様式」とあるのは「別紙第３２号様式」と、同条第３項中「別

紙第３０号様式」とあるのは「別紙第３３号様式」と読み替えるものとする。 

（手数料） 

第２０条 第１７条（前条第２項において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定に

より行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、本学に手数料を納めなけれ

ばならない。 

２ 前項の手数料の額は、２１，０００円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。 

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間１時間までごとに３，９５０円 

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託をする場合

に限る。） 

３ 前条第１項の規定により契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各

号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

(1) 次号に掲げる者以外の者 第１７条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に

関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額 

(2) 第１７条（前条第２項において準用する場合を含む。）の規定により当該行政機関等匿名

加工情報の利用に関する契約を締結した者 １２，６００円 

（行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除） 

第２１条 学長は、第１７条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結し

た者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。 

(2) 第１５条各号（第１９条第２項において準用する場合を含む。）のいずれかに該当するこ

ととなったとき。 

(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。 

（雑則） 

第２２条 この規則に定めるもののほか、保有個人情報の開示等に関して必要な事項は、学長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２７年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１２０号改正） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年５月３０日規則第１５号改正） 

この規則は、平成２９年５月３０日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２７日規則第７８号改正） 



この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年２月１９日規則第３９号改正） 

この規則は、平成３１年３月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２８日規則第８９号改正） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１日規則第１３号改正） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月１３日規則第２１号改正） 

この規則は、令和元年９月１４日から施行する。 

附 則（令和２年３月２５日規則第８０号改正） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年９月２９日規則第２８号改正） 

この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年１２月９日規則第３８号改正） 

この規則は、令和２年１２月９日から施行する。 

附 則（令和３年３月２９日規則第９６号改正） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日規則第８３号改正） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第３条第１項第２号関係） 

第２―１号様式（第３条第１項第３号関係） 

第２―２号様式（第３条第２項関係） 

第３号様式（第３条第２項関係） 

第４―１号様式（第３条第３項関係） 

第４―２号様式（第３条第３項関係） 

第５号様式（第５条第２項関係） 

第６号様式（第５条第３項関係） 

第７号様式（第５条第４項関係） 

第８号様式（第５条第５項関係） 

第９号様式（第５条第６項関係） 

第１０―１号様式（第５条第７項関係） 

第１０―２号様式（第５条第７項関係） 

第１１号様式（第６条第１項関係） 

第１２号様式（第８条第１項第２号関係） 

第１３―１号様式（第８条第１項第３号関係） 

第１３―２号様式（第８条第２項関係） 

第１４号様式（第９条第２項関係） 

第１５号様式（第９条第３項関係） 

第１６号様式（第９条第４項関係） 

第１７―１号様式（第９条第５項関係） 

第１７―２号様式（第９条第５項関係） 

第１８号様式（第９条第６項関係） 

第１９号様式（第１０条第１項第２号関係） 

第２０―１号様式（第１０条第１項第３号関係） 

第２０―２号様式（第１０条第２項関係） 

第２１号様式（第１１条第２項関係） 

第２２号様式（第１１条第３項関係） 

第２３―１号様式（第１１条第４項関係） 

第２３―２号様式（第１１条第４項関係） 

第２３―３号様式（第１２条第１項関係） 

第２３―４号様式（第１２条第１項関係） 

第２３―５号様式（第１２条第１項関係） 

第２３―６号様式（第１２条第１項関係） 



第２４号様式（第１２条第２項関係） 

第２５号様式（第１２条第３項関係） 

第２６号様式（第１４条第２項関係） 

第２７号様式（第１４条第２項第１号関係） 

第２８号様式（第１６条第２項関係） 

第２９号様式（第１６条第２項関係） 

第３０号様式（第１６条第３項関係） 

第３１号様式（第１９条第２項において読み替えて準用する第１４条第２項関係） 

第３２号様式（第１９条第２項において読み替えて準用する第１６条第２項関係） 

第３３号様式（第１９条第２項において読み替えて準用する第１６条第３項関係） 

 


